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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材フィルムの片面に帯電防止層が形成され、その帯電防止層上に更にシリコーン系剥
離層が形成されてなる帯電防止性剥離フィルムにおいて、該帯電防止層が、以下の成分（
ａ）～（ｃ）：
（ａ）アルキルシリケートの加水分解物１００質量部に対し、カップリング剤２００～３
００質量部を縮合反応させて得た縮合反応物；
（ｂ）水溶性成膜用樹脂；及び
（ｃ）帯電防止剤
を含有する帯電防止性剥離フィルム。
【請求項２】
　アルキルシリケートが、式（１）
【化１】
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（式（１）中、Ｒ１はアルキル基であり、ｎは１以上の整数である。）
で表される化合物である請求項１記載の帯電防止性剥離フィルム。
【請求項３】
　アルキルシリケートの加水分解物の数平均分子量が、２００～５００である請求項１又
は２記載の帯電防止性剥離フィルム。
【請求項４】
　Ｒ１が炭素数１～３のアルキル基であり、ｎが３～８の整数である請求項２記載の帯電
防止性剥離フィルム。
【請求項５】
　Ｒ１がメチル基であり、ｎが５である請求項４記載の帯電防止性剥離フィルム。
【請求項６】
　アルキルシリケートの加水分解の程度が、全ＯＲ１基の数の５０％以上が加水分解を受
けて水酸基となる程度である請求項１～５のいずれかに記載の帯電防止性剥離フィルム。
【請求項７】
　カップリング剤が、式（２）
【化２】

（式（２）中、Ｒ２はアルコキシ基で置換されてもよいアルキル基又はアシルオキシ基で
あり、Ｙはグリシジルオキシ基、エポキシ基、アミノ基、ビニル基、アリル基、（メタ）
アクリロイルオキシ基、メルカプト基、イソシアネート基又はウレイド基、炭素数１～３
のアルキルチオ基であり、ｐは０～２の整数であり、ｑは０～３の整数である。）
で表される化合物である請求項１～６のいずれかに記載の帯電防止性剥離フィルム。
【請求項８】
　Ｒ２がメチル基であり、Ｙがグリシジルオキシ基であり、ｐが０であり、ｑが３である
請求項７記載の帯電防止性剥離フィルム。
【請求項９】
　水溶性成膜用樹脂が、２０℃の水１００ｇに対し、少なくとも１０ｇ溶解するポリエス
テル樹脂である請求項１～８のいずれかに記載の帯電防止性剥離フィルム。
【請求項１０】
　成分（ｃ）の帯電防止剤が、導電性高分子である請求項１～９のいずれかに記載の帯電
防止性剥離フィルム。
【請求項１１】
　導電性高分子が、以下の式（３）又は（４）



(3) JP 5874561 B2 2016.3.2

10

20

30

40

50

【化３】

（式中、ｍは繰り返し単位数である。）
で表される構造を有する請求項１０記載の帯電防止性剥離フィルム。
【請求項１２】
　帯電防止層が、成分（ａ）の縮合反応物を４５～６５質量％、成分（ｂ）の水溶性成膜
用樹脂を１０～３０質量％、成分（ｃ）の帯電防止剤を２０～３０質量％含有し、成分（
ａ）と成分（ｂ）との質量基準の含有割合が１００：２００～３００である請求項１～１
１のいずれかに記載の帯電防止性剥離フィルム。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれかに記載の帯電防止性剥離フィルムに、両面粘着フィルムが積
層されている剥離フィルム付き粘着テープ。
【請求項１４】
　両面粘着フィルムが、異方性導電フィルムである請求項１３記載の剥離フィルム付き粘
着テープ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基材フィルムの片面に帯電防止層が形成され、その帯電防止層上に更にシリ
コーン系剥離層が形成された帯電防止性剥離フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電異方性導電フィルム（ＡＣＦ）等に使用する剥離フィルムに対しては、良好な剥離性
のみならず、帯電によるＡＣＦへの異物の付着や取扱性の低下を防止するために、良好な
帯電防止性を示すことが求められており、そのような剥離フィルムとして、ポリエステル
フィルムなどの基材フィルムに、イソシアネートと一般的に界面活性剤として使用されて
いるアルキルアセチレンジオールとの反応物、及び帯電防止剤として導電性高分子を含有
する帯電防止層を設け、更にその帯電防止層上にシリコーン系剥離層を設けたものが提案
されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００７－８３５３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に提案されている帯電防止性剥離フィルムの場合、帯電防止
層に含有されているアルキルアセチレンジオールが界面活性剤であるため、帯電防止層と
シリコーン系剥離層との間の密着性が低下するという問題がある。この問題は、帯電防止
性剥離フィルムが高温高湿環境下に長時間放置された場合に顕著に現れる傾向があった。
そのため、帯電防止性剥離フィルム上にＡＣＦを積層した場合、ＡＣＦの特性の発揮を妨
げるような、ＡＣＦ側へのシリコーン系剥離層の転着が発生することが懸念されている。
【０００５】
　本発明の課題は、以上の従来の問題点を解決しようとするものであり、基材フィルムの
片面に帯電防止層が形成され、その帯電防止層上に更にシリコーン系剥離層が形成された
帯電防止性剥離フィルムにおいて、満足すべき剥離力及び表面抵抗値を示しながらも、帯
電防止層とシリコーン系剥離層との間の密着性を高温高湿環境下に放置された場合でも良
好なレベルとすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、帯電防止層に、アルキルシリケートの加水分解物とカップリング剤とを縮
合反応させて得た縮合反応物、水溶性成膜用樹脂、及び帯電防止剤を含有させることによ
り、上述の課題を解決できることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【０００７】
　即ち、本発明は、基材フィルムの片面に帯電防止層が形成され、その帯電防止層上に更
にシリコーン系剥離層が形成されてなる帯電防止性剥離フィルムにおいて、該帯電防止層
が、以下の成分（ａ）～（ｃ）：
（ａ）アルキルシリケートの加水分解物と、カップリング剤とを縮合反応させて得た縮合
反応物；
（ｂ）水溶性成膜用樹脂；及び
（ｃ）帯電防止剤
を含有する帯電防止性剥離フィルムを提供する。
【０００８】
　また、本発明は、この帯電防止性剥離フィルムに、両面粘着フィルムが積層されている
剥離フィルム付き粘着テープを提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　基材フィルムの片面に帯電防止層が形成され、その帯電防止層上に更にシリコーン系剥
離層が形成されてなる本発明の帯電防止性剥離フィルムにおいて、その帯電防止層が、ア
ルキルシリケートの加水分解物とカップリング剤とを縮合反応させて得た縮合反応物を含
有している。このため、帯電防止層は、ポリエステルフィルムなどの基材フィルムに対し
て良好な密着性を確保すると共にシリコーン系剥離層に対しても、例え高温高湿環境下に
放置された場合でも良好な密着性を確保することができる。また、水溶性成膜用樹脂は、
縮合反応物及び帯電防止剤と共に水性の媒体中で均一に混合することができ、取扱性に優
れた帯電防止層形成用塗料組成物を与えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の帯電防止性剥離フィルムの概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の帯電防止性剥離フィルムは、図１に示すように、基材フィルム１の片面に帯電
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を有する。
【００１２】
＜＜基材フィルム１＞＞
　基材フィルム１は、従来の剥離フィルムの基材フィルムを適用することができ、通常厚
さ１０～２００μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリアミドフィルム、ポリ
イミドフィルム等を使用することができる。
【００１３】
＜＜帯電防止層２＞＞
　帯電防止層２は、通常、厚さ０．０５～０．５μｍの、以下の成分（ａ）～（ｃ）を含
有する層である。
【００１４】
（ａ）アルキルシリケートの加水分解物と、カップリング剤とを縮合反応させて得た縮合
反応物；
（ｂ）水溶性成膜用樹脂；及び
（ｃ）帯電防止剤。
【００１５】
　以下、これらの成分毎に詳細に説明する。
【００１６】
＜成分（ａ）＞
　成分（ａ）は、アルキルシリケートの加水分解物と、カップリング剤とを縮合反応させ
て得た縮合反応物である。
【００１７】
　ここで、アルキルシリケートとは、加水分解を受け得る加水分解性基として、ケイ素原
子に結合したアルコキシ基を有するケイ酸エステルであり、具体的には式（１）に示す構
造を有する化合物であり、市販品を使用することができる。
【００１８】
【化１】

【００１９】
　式（１）中、Ｒ１はアルキル基、好ましくは沸点及び反応性の点から炭素数１～３のア
ルキル基、特に好ましくは高い反応性の観点からメチル基又は低い環境負荷性の観点から
エチル基であり、ｎはシロキサン単位の繰り返し数（重合度）を表し、１以上、好ましく
は反応性の点から３～８、特に好ましくは５の整数を表す。
【００２０】
　また、このようなアルキルシリケートは、以下のスキームに示すように、加水分解（換
言すれば脱アルコール化）を受けると、脱水縮合反応（高分子化）や切断反応（低分子化
）が生じ、２次元の広がりを有する加水分解物となるものと考えられる。なお、以下のス
キームにおいて、Ｒ１は式（１）で定義したとおりである。
【００２１】
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【化２】

【００２２】
　ここで、アルキルシリケートの加水分解は、公知の手法を利用することができ、例えば
、アルキルシリケートを塩酸やトルエンスルホン酸などの酸触媒の存在下で過剰量の水に
、もしくは水とエタノールなどの水混和性溶媒との混合溶媒に溶解させ、室温～８０℃の
温度で反応させることにより行うことができる。
【００２３】
　このようなアルキルシリケートの加水分解物の数平均分子量は、小さすぎると膜性が不
十分となる傾向があり、大きすぎると可溶性が低下する傾向があるので、好ましくは２０
０～５００、より好ましくは３００～４００である。
【００２４】



(7) JP 5874561 B2 2016.3.2

10

20

30

40

50

　以上説明したアルキルシリケートの加水分解物の加水分解の程度は、小さすぎるとカッ
プリング剤との反応性が低下するので、好ましくは全“ＯＲ１”基の数の５０％以上、よ
り好ましくは８０％以上が加水分解を受けて水酸基となる程度である。
【００２５】
　以上説明したようなアルキルシリケートの加水分解物と縮合反応するカップリング剤と
は、加水分解により水酸基を生じ得る加水分解性基、例えば、アルコキシ基、アシルオキ
シ基、ケトキシメート基等を有し、有機物表面に対する親和性基もしくは反応性基を有し
、無機物表面に対する親和性基もしくは反応性基を有する化合物であり、公知のカップリ
ング剤、好ましくはシランカップリング剤、テトラアルコキシチタン等のチタンカップリ
ング剤等を使用することができる。中でも、加水分解性の点からシランカップリング剤を
好ましく使用することができる。このようなシランカップリング剤としては、式（２）で
表されるものを好ましく使用することができる。
【００２６】
【化３】

【００２７】
　式（２）中、Ｒ２はアルコキシ基（好ましくは、炭素数１～３のアルコキシ基）で置換
されてもよい炭素数１～３のアルキル基（炭素数１～３のアルキル基）又はアシルオキシ
基であり、Ｙはグリシジルオキシ基、エポキシ基、アミノ基、ビニル基、アリル基、（メ
タ）アクリロイルオキシ基、メルカプト基、イソシアネート基又はウレイド基、炭素数１
～３のアルキルチオ基であり、ｐは０～２の整数であり、ｑは０～３の整数である。
【００２８】
　式（２）のシランカップリング剤の特に好ましい具体例としては、Ｒ２がメチル基であ
り、Ｙがグリシジルオキシ基であり、ｐが０であり、ｑが３であるものを挙げることがで
きる。
【００２９】
　成分（ａ）の縮合反応物は、前述したアルキルシリケートの加水分解物とシランカップ
リング剤とが縮合反応したものであるが、アルキルシリケートの加水分解物１００質量部
（但し、水もしくは水と水混和性溶媒（エタノール、メタノール、アセトン等）との混合
溶媒を除いた質量基準）に対し、カップリング剤の反応量が少なすぎると反応性が低下す
る傾向があり、多すぎると親和性が乏しくなる傾向があるので、好ましくは１００～５０
０質量部、より好ましくは２００～３００質量部とを、縮合反応させたものである。
【００３０】
　かかる成分（ａ）の縮合反応物は、通常、好ましくは水もしくは水と水混和性溶媒（エ
タノール、メタノール、アセトン等）との混合溶媒中に理論固形分として０．５～５質量
％で溶解した状態で存在している。
【００３１】
　ここで、縮合反応条件としては、例えば、室温で２４時間撹拌するという条件が挙げら
れる。
【００３２】
＜成分（ｂ）＞
　成分（ｂ）は水溶性成膜用樹脂であり、成分（ａ）の縮合反応物と混和するために水溶
性であることが必要である。ここで、“水溶性”とは、２０℃の水１００ｇに対し少なく
とも１０ｇ溶解する性質を意味する。このような水溶性成膜用樹脂としては、ポリエステ
ル樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、カルボキシメチロール樹脂、ポリビニルピロリドン
樹脂等を挙げることができる。中でも、水溶性ポリエステル樹脂、特に、酸成分がフタル
酸又はその誘導体であって、アルコール成分がエチレングリコールであるものを好ましく
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使用することができる。
【００３３】
＜成分（ｃ）＞
　成分（ｃ）は、帯電防止剤であって、公知の帯電防止剤を適用することができる。中で
も、表面抵抗の点から公知の導電性高分子を好ましく適用することができる。このような
導電性高分子の具体例としては、以下の式（３）又は（４）に示すものを好ましく挙げる
ことができる。
【００３４】
【化４】

【００３５】
　式（３）及び式（４）中、ｍは繰り返し単位数であり、好ましくはそれぞれ独立的に２
０～８０の整数である。
【００３６】
　帯電防止層２における成分（ａ）の縮合反応物の含有量（理論固形分換算）は、少なす
ぎると密着不良が生ずる傾向があり、多すぎると膜が硬くなる傾向があるので、好ましく
は３０～８０質量％、より好ましくは４５～６５質量％である。
【００３７】
　帯電防止層２における成分（ｂ）の水溶性成膜用樹脂の含有量は、少なすぎると膜が硬
くなる傾向があり、多すぎると密着力不足となる傾向があるので、好ましくは５～４０質
量％、より好ましくは１０～３０質量％である。
【００３８】
　帯電防止層２における成分（ｃ）の帯電防止剤の含有量は、少なすぎると帯電防止能が
不十分となる傾向があり、多すぎると表面抵抗が過小となる傾向があるので、好ましくは
１０～４０質量％、より好ましくは２０～３０質量％である。
【００３９】
　また、帯電防止層２における成分（ａ）の縮合反応物（理論固形分換算）と成分（ｂ）
の水溶性成膜用樹脂との質量基準の含有割合は、好ましくは１００：２００～３００であ
る。成分（ｂ）の水溶性成膜用樹脂の含有割合がこの範囲を大きく下回ると膜が硬くなる
傾向があり、逆に大きく上回ると密着力不足となる傾向がある。
【００４０】
　以上説明した帯電防止層２は、アルキルシリケートの加水分解物（水アルコール溶液）
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にカップリング剤を添加し、撹拌することにより縮合反応物の水アルコール溶液を取得し
、更に、その水アルコール溶液に水溶性成膜用樹脂と帯電防止剤とを均一に混合して帯電
防止層形成用組成物を調製し、その組成物を基材フィルム１上に常法により塗布し、乾燥
することにより成膜することができる。
【００４１】
＜＜シリコーン系剥離層３＞＞
　シリコーン系剥離層３としては、従来の剥離フィルムのシリコーン系剥離層を適用する
ことができ、通常、その厚みは０．５～０．５μｍである。このようなシリコーン系剥離
層は、通常、公知の剥離紙用シリコーンを帯電防止層２上に公知の手法により成膜するこ
とで形成することができる。公知の剥離紙用シリコーンとしては、縮合型シリコーン、例
えばヒドロキシポリジメチルシロキサンとハイドロジェンポリジメチルシロキサンとを縮
合させたものや、付加反応型シリコーン、例えば、グリシジルポリジメチルシロキサンを
硬化剤により付加反応させたもの等が挙げられる。
【００４２】
　本発明の帯電防止性剥離フィルムは、公知の両面粘着フィルムの剥離フィルムとして使
用することができる。このような剥離フィルムに両面粘着フィルムを積層し、必要に応じ
て合紙を挟みんで巻き回すことにより、ロール状に巻き取られた剥離フィルム付き粘着テ
ープが得られる。ここで、好ましい両面粘着フィルムとして、異方性導電フィルムを適用
することができる。異方性導電フィルムとしては、公知の異方性導電フィルムを採用する
ことができる。
【００４３】
　なお、本発明の帯電防止性剥離フィルムの帯電防止性能は、帯電防止性剥離フィルムの
使用目的に応じて適宜設定することができるが、好ましくは表面抵抗値が１×１０１１Ω
/□以下、より好ましくは１×１０１０Ω/□以下である。他方、表面抵抗値が低すぎると
、帯電防止能は申し分ないものの、絶縁性の低下というデメリットが生ずる場合があるの
で、好ましくは１×１０６Ω/□以上である。
【００４４】
　また、本発明の帯電防止性剥離フィルムの剥離性能は、帯電防止性剥離フィルムの使用
目的に応じて適宜設定することができるが、シリコーン系剥離層に貼着した粘着フィルム
の剥離力で評価することができる。例えば、シリコーン系剥離層に対し、アクリル系粘着
フィルム（Ｔ４０９０、ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス（株））を７０℃
の温度下で２５ｇ／ｃｍ２の圧力で貼り合わせ、１６時間経過後、剥離試験器（テンシロ
ン万能試験機、オリエンテック社）で剥離力を測定したときに、好ましくは０．６Ｎ／５
ｃｍ以下、より好ましくは０．４Ｎ／５ｃｍ以下の剥離強度であることが好ましい。他方
、剥離力が低すぎると、剥離性能は申し分ないものの、剥離層に粘着層を保持しておくこ
とが難しくなるというデメリットが生ずる場合があるので、好ましくは０．０５Ｎ／５ｃ
ｍ以上、より好ましくは０．１Ｎ／５ｃｍ以上である。
【実施例】
【００４５】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明する。
【００４６】
　　参考例１（アルキルシリケートの部分加水分解物の調製）
　窒素導入管、温度計及び撹拌機を備えた反応容器に、メチルシリケート（メチルシリケ
ート５１、コルコート（株））１００質量部に、エタノール１５質量部、及び０．０１質
量％の硫酸を投入し、投入完了後更に１時間撹拌を続けた。撹拌終了後、エバポレーター
を使用して反応物から、加水分解により生じたメタノール並びに投入したエタノールを留
去した。得られた留去残渣を陽イオン交換樹脂カラムに通過させて過剰の硫酸を除去した
。得られた部分加水分解物にイソプロピルアルコール１００質量部を少しずつ添加しなが
ら、撹拌を１０時間続けた。これにより、数平均分子量３５０のメチルシリケートの部分
加水分解物をイソプロピルアルコール溶液として得た。
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【００４７】
　　参考例２（縮合反応物の調製）
　撹拌機を備えた反応容器に、参考例１で調製したメチルシリケートの部分加水分解物の
イソプロピルアルコール溶液２５質量部（理論－形分２質量％）を投入し、撹拌しながら
、更にシランカップリング剤（Ａ－１８７、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアル
ズ・ジャパン合同会社）５質量部を徐々に添加し、縮合反応物をイソプロピルアルコール
溶液として得た。
【００４８】
　　参考例３（水溶性ポリエステル樹脂の調製）
　ディーンスターク装置、窒素導入管、温度計、撹拌機を備えた反応容器に、テレフタル
酸４０質量部、イソフタル酸４０質量部、エチレングリコール１５０質量部、及び酢酸亜
鉛１０質量部を仕込み、撹拌しながら２１０℃に昇温し、エステル化により生じた水を共
沸除去しながら脱水縮合反応を行った。実際に留出した水が理論全留出量の７５％に達し
た時点で、反応容器に５－ソジオスルホイソフタル酸１０質量部を投入し、更に脱水縮合
反応を続け、ガラス転移温度Ｔｇが６８℃の水溶性ポリエステル樹脂を得た。
【００４９】
　　実施例１
（帯電防止層形成用組成物の調製）
　反応容器中で、イオン交換水１１質量部と参考例３の水溶性ポリエステル樹脂１質量部
とを撹拌混合し、更にエタノール２６質量部を投入し、均一に撹拌混合した。この混合物
に、更に帯電防止剤（ポリエチレンジオキシチオフェンポリスチレンスルフォネート；ク
レビオスＰ、ＨＣスタルク社）２０質量部を添加し、更に均一に撹拌混合した。得られた
混合物に、更に参考例２の縮合反応物のイソプロピルアルコール溶液４２質量部を投入し
、更に均一に撹拌混合することにより、帯電防止層形成用組成物を得た。
【００５０】
（シリコーン系剥離層形成用組成物の調製）
　反応容器中で、硬化型シリコーン溶液（ＫＳ８４７、信越化学工業（株））１０質量部
と、白金系硬化剤（ＣＡＴ－ＰＬ５０Ｔ、信越化学工業（株））０．１質量部と、トルエ
ン９０質量部とを撹拌混合することによりシリコーン系剥離層形成用組成物を得た。
【００５１】
（帯電防止性剥離フィルムの作成）
　厚さ５０μｍのポリエステル基材フィルム（テトロンＵ２、帝人（株））の片面に、帯
電防止層形成用組成物を、乾燥厚が０．１μｍとなるように塗布し、１６０℃で１分間乾
燥することにより帯電防止層を形成した。
【００５２】
　帯電防止層上に、シリコーン系剥離層形成用組成物を、乾燥厚が０．３μｍとなるよう
に塗布し、１６０℃で１分間乾燥することによりシリコーン系剥離層を形成した。これに
より帯電防止性剥離フィルムを得た。
【００５３】
　　実施例２
　硬化型シリコーン溶液（ＫＳ８４７、信越化学工業（株））に代えて、別の硬化型シリ
コーン溶液（ＬＴＣＦ７５０Ａ、ＳＲＸ２１２、東レダウコーニング社）を使用すること
以外、実施例１と同様に帯電防止性剥離フィルムを作成した。
【００５４】
　　比較例１
　帯電防止層形成用組成物の調製の際に、参考例２の縮合反応物のイソプロピルアルコー
ル溶液４２質量部に代えて、参考例３の水溶性ポリエステル樹脂４２質量部を使用するこ
と以外、実施例１と同様に帯電防止性剥離フィルムを作成した。
【００５５】
　　比較例２
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　帯電防止層形成用組成物の調製の際に、参考例３の水溶性ポリエステル樹脂１質量部を
使用しないこと以外、実施例１と同様に帯電防止性剥離フィルムを作成した。
【００５６】
　　比較例３
　帯電防止層形成用組成物の調製の際に、参考例２の縮合反応物のイソプロピルアルコー
ル溶液４２質量部を使用しないこと以外、実施例１と同様に帯電防止性剥離フィルムを作
成した。
【００５７】
　　比較例４
　帯電防止層形成用組成物の調製の際に、参考例２の縮合反応物のイソプロピルアルコー
ル溶液４２質量部に代えて、参考例１の数平均分子量３５０のメチルシリケートの部分加
水分解物のイソプロピルアルコール溶液４２質量部を使用すること以外、実施例１と同様
に帯電防止性剥離フィルムを作成した。
【００５８】
＜＜評価＞＞
　得られた実施例１及び２並びに比較例１～４の帯電防止性剥離フィルムについて、以下
に説明するように初期「剥離力」、初期「残留接着力」、「表面抵抗値」、エージング前
後の「密着力」を評価した。得られた結果を表１に示す。
【００５９】
（初期剥離力）
　帯電防止性剥離フィルムのシリコーン系剥離層面に、アクリル系粘着フィルム（Ｔ４０
９０、ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス（株））を７０℃の温度下で２５ｇ
／ｃｍ２の圧力で貼り合わせ、１６時間経過後、剥離試験器（テンシロン万能試験機、オ
リエンテック社）で剥離力を測定した。剥離力は、実用上、２Ｎ／５ｃｍ以下、好ましく
は０．６Ｎ／５ｃｍ以下であることが望まれる。
【００６０】
（初期残留接着力）
　市販のポリエステル系粘着テープ（３１Ｂ、日東電工（株））の帯電防止性剥離フィル
ムに対する「剥離力」の評価を上述のように行った後、シリコーン系剥離層と接触したポ
リエステル系粘着テープ面を、剥離処理されていないポリエチレンテレフタレート基材フ
ィルム（ルミラーＳ１０、東レ（株））に対し、同様に貼り合わせ、１６時間経過後に剥
離強度を測定した（剥離強度Ａ）。これとは別に、テフロン（登録商標）フィルム上に、
剥離力の評価を行っていない市販のポリエステル系粘着テープ（３１Ｂ、日東電工（株）
）を、同様に貼り合わせ、２０時間経過後に剥離し、テフロン（登録商標）フィルムを接
触したポリエステル系粘着テープ面を、剥離処理されていないポリエチレンテレフタレー
ト基材フィルム（ルミラーＳ１０、東レ（株））に対し、同様に貼り合わせ、１６時間経
過後に剥離強度を測定した（剥離強度Ｂ）。そして剥離強度Ａと剥離強度Ｂとを、以下の
式（１）に代入して残留接着力を求めた。残留接着力は８０％以上であることが望まれる
。
【００６１】
【数１】

【００６２】
（表面抵抗）
　帯電防止性剥離フィルムのシリコーン系剥離層側表面の表面抵抗[Ω/□]を、電気抵抗
測定機（ハイレスター、三菱アナリティカル（株））を用いて測定した。表面抵抗値は１
×１０１１Ω/□以上であることが望まれる。
【００６３】
（密着力）
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　４０℃で湿度９５％の環境下に１ヶ月放置というエージングテストの前後における帯電
防止性剥離フィルムのシリコーン系剥離層側表面を指で１０往復擦り、剥離層が剥がれ落
ちるか否かを、目視観察し、以下の基準に従って評価した。
【００６４】
ランク　　基準
　Ａ：　剥がれの発生が観察されない場合
　Ｂ：　基材フィルムと帯電防止層との間で剥がれの発生が観察される場合
　Ｃ：　帯電防止層と剥離層との間で剥がれの発生が観察される場合
【００６５】
【表１】

【００６６】
　表１から分かるように、実施例１及び２の帯電防止性剥離フィルムは、初期剥離力、初
期残留接着力、表面抵抗値については好ましい結果であり、また、エージング前後の密着
力は共にＡ評価であった。
【００６７】
　他方、比較例１の帯電防止性剥離フィルムは、帯電防止層に、多量の水溶性成膜性樹脂
を使用しているものの、アルキルシリケートの加水分解物とカップリング剤とを縮合反応
させて得た縮合反応物を使用していないので、実施例に比べ初期残留接着力が非常に低く
、表面抵抗値も高くなった。また、エージング前後の密着性もいずれもＢ評価であった。
【００６８】
　比較例２の帯電防止性剥離フィルムは、帯電防止層に、アルキルシリケートの加水分解
物とカップリング剤とを縮合反応させて得た縮合反応物を使用しているものの、水溶性成
膜性樹脂を使用していないので、エージング前の密着性がＡ評価であったが、エージング
後の密着性がＣ評価であった。
【００６９】
　比較例３の帯電防止性剥離フィルムは、帯電防止層に、少量の水溶性成膜性樹脂を使用
しているものの、アルキルシリケートの加水分解物とカップリング剤とを縮合反応させて
得た縮合反応物を使用していないので、表面抵抗値が実施例に比べて高く、エージング前
後の密着性がいずれもＢ評価であった。
【００７０】
　比較例４の帯電防止性剥離フィルムは、帯電防止層に、アルキルシリケートの加水分解
物を使用しているものの、アルキルシリケートの加水分解物とカップリング剤とを縮合反
応させて得た縮合反応物を使用していないので、実施例に比べ初期残留接着力が低くなっ
た。また、エージング後の密着性もＢ評価であった。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明の帯電防止性剥離フィルムは、その帯電防止層が、アルキルシリケートの加水分
解物とカップリング剤とを縮合反応させて得た縮合反応物を含有している。このため、帯
電防止層は、ポリエステルフィルムなどの基材フィルムに対して良好な密着性を確保する
と共にシリコーン系剥離層に対しても、例え高温高湿環境下に放置された場合でも良好な
密着性を確保することができる。よって、異方性導電フィルムの剥離フィルムとして有用
である。



(13) JP 5874561 B2 2016.3.2

【符号の説明】
【００７２】
１　基材フィルム
２　帯電防止層
３　シリコーン系剥離層

【図１】
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